
１
土
菜
の
花
渡
し
舟　
運
航
開
始
（
５
日
ま
で
）

火
葬
場
休
み

2
日
第
36
回
御
柱
祭
（
五
束
）　
健
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
（
３
日
ま
で
）

３
月
第
27
回
い
い
や
ま
菜
の
花
ま
つ
り
（
５
日
ま
で
）

戸
狩
温
泉
春
ま
つ
り　
瀬
木
地
区
民
宿
街
（
５
日
ま
で
）

4
火
い
い
や
ま
菜
の
花
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会　
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド（
５
日
ま
で
）

5
水

6
木

7
金
第
31
回
飯
山
市
夜
間
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
（
８
月
ま
で
）

火
葬
場
休
み

8
土
第
66
回
飯
山
市
早
起
き
野
球
大
会
（
９
月
上
旬
ま
で
）

２
０
１
０
飯
山
市
生
涯
野
球
ナ
イ
タ
ー
リ
ー
グ　
市
営
球
場

9
日
と
み
く
ら
山
菜
ま
つ
り
（
33
ペ
ー
ジ
参
照
）

飯
山
市
長
杯
争
奪
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会　
中
学
生
の
部　
市
民
体
育
館

10
月

11
火

12
水
飯
山
市
長
杯
市
民
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
大
会　
長
峰
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

13
木
出
張
年
金
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

火
葬
場
休
み

14
金

15
土

16
日

2223  市報いいやま/10.4

17
月

18
火
火
葬
場
休
み

19
水

20
木
総
合
相
談　
９
時
～
15
時  

飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

交
通
事
故
無
料
巡
回
相
談　
10
時
～
15
時　
北
信
地
方
事
務
所

21
金
飯
山
市
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
連
盟
選
手
権
大
会　
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

22
土

23
日
飯
山
市
ジ
ュ
ニ
ア
陸
上
競
技
大
会　
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

24
月
火
葬
場
休
み

25
火

26
水

27
木
出
張
年
金
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

28
金
健
康
相
談
日　
９
時
30
分
～
11
時　
保
健
セ
ン
タ
ー

29
土
飯
山
市
水
防
訓
練　
河
川
敷
Ｂ
グ
ラ
ウ
ン
ド
付
近

30
日
市
税
等
日
曜
納
税
窓
口　
８
時
30
分
～
17
時　
市
役
所
税
務
課
窓
口

飯
山
市
ミ
ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会　
市
営
庭
球
場

火
葬
場
休
み

３１
月

6/1
火

月 ５
◇
心
配
ご
と
相
談　
毎
週
水
曜
日　
午
前
9
時
か
ら
12
時　
飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
人
権
福
祉
総
合
相
談　
月
曜
日
～
金
曜
日 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時 

い
い
や
ま
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
家
庭
児
童
相
談
・
教
育
相
談　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
） 

教
育
委
員
会
事
務
局 

家
庭
児
童
・
教
育
相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

◇
女
性
相
談 

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
） 

人
権
政
策
課
男
女
共
同
参
画
係（
相
談
専
用
電
話
番
号 

０
８
０（
１
０
８
０
）９
９
２
４)

５月の税金など（納期限は５月31日）

・軽自動車税・・・・・・・・・・・・・・・・全期
・介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・・２期
・上水区域上下水道使用料・・・・・３・４月分
・保育料・・・・・・・・・・・・・・・・５月分
・CATV・インターネット使用料・・・・５月分

口座振替日　５月３０日

土曜日の証明窓口
【発行日】毎週土曜日
　　　　（ただし祝日を除く）

【受付時間】午前 8 時 30 分～12 時

【発行できる証明の種類】
・住民票の写し　　・戸籍の謄・抄本
・印鑑登録証明書　・年金現況証明

【窓口】市役所 1階  市民環境課窓口

総 合 相 談
婦人相談や、人権・家庭・相談、行政相談、
経営法律相談など無料でご相談いただけます。

【相談日】５月20日（木）
【時　間】午前 9 時～午後 3 時
（弁護士による無料法律相談、経営法律相
談もあります）

【会　場】飯山市福祉センター
お問い合わせは
社会福祉協議会　☎ 62－2840まで

お知らせ

飯山市役所
 62-3111

情報カレンダー
◇
斑
尾
高
原
絵
本
美
術
館　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時
（
入
館
受
付
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
）　
☎
�
２
８
０
７

　
企
画
展
「
イ
メ
ー
ジ
の
魔
術
師　
エ
ロ
ー
ル
・
ル
・
カ
イ
ン
絵
本
原
画
展
」
６
月
30
日
ま
で　
火
曜
日
休
館
（
５
月
４
日
は
開
館
）

◇
人
権
常
設
相
談
所　
毎
週
月
・
水
曜
日 

午
前
９
時
～
12
時
（
祝
日
除
く
） 

法
務
局
飯
山
支
局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
�
２
３
０
２

応
募
資
格　
満
20
歳
以
上
で
、
千

曲
川・犀
川
に
接
す
る
機
会
が
多
く
、

河
川
愛
護
に
関
心
を
お
持
ち
の
方

募
集
内
容　
千
曲
川
・
犀
川
に
関

す
る
意
見
、
モ
ニ
タ
ー
自
身
の
河
川

愛
護
に
関
す
る
活
動
の
報
告
や
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
、
そ
の

他
最
低
月
１
回
報
告
し
て
い
た
だ
く

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
募
集

千
曲
川
河
川
事
務
所　
占
用
調
整
課

☎
０
２
６
（
２
２
７
）
７
７
６
８

菜の花周遊バスのご案内
運行期間５月１日（土）～５日（水）

◆１日周遊券（パスポート）　大人 １，０００円
　中学生 ５００円　小学生 ２００円
・ご乗車の際にお求めください。
・他のルートのチケットはご利用できません。
◆飯山ふるさと巡りルート
ＪＲ飯山駅前→福島棚田・阿弥陀堂入口→菜の花公園→小菅集落
→道の駅「花の駅・千曲川」→高橋まゆみ人形館→ＪＲ飯山駅前
◆お問い合わせ　市役所商工観光課　☎６２－３１１１内線２１１

納
期
限
は
５
月
31
日
㈪

　

長
野
県
で
は
毎
年
４
月
１
日
現

在
、
長
野
運
輸
支
局
に
登
録
さ
れ
て

い
る
自
動
車
の
所
有
者
（
使
用
者
）

の
方
に
５
月
上
旬
、
納
税
通
知
書
を

お
送
り
し
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
納
期
限
ま
で
に
、
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
最

自
動
車
税
の
納
税
は
お
早
め
に

北
信
地
方
事
務
所　
税
務
課

☎
０
２
６
９
（
２
３
）
０
２
０
４
（
直
通
）

募
集
団
地
・
戸
数　

▽
福
寿
町
団
地　
２
戸
（
う
ち
、
１

戸
は
高
齢
者
専
用
）

申
込
用
紙
配
布
・
募
集
受
付
期
間

　
５
月
６
日
㈭
～
17
日
㈪

申
込
用
紙
配
布
・
受
付
場
所

　
市
役
所
２
階　
都
市
計
画
課

　
住
宅
・
公
園
景
観
係

選
考
方
法　
申
込
件
数
が
募
集
戸

数
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

抽
選　
５
月
25
日
㈫
午
前
10
時
～

市
役
所
４
階　
第
１
委
員
会
室

お
問
い
合
わ
せ

　

申
込
方
法
、
入
居
資
格
等
、
詳

し
く
は
市
役
所
都
市
計
画
課
ま
で
。

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

市
役
所
都
市
計
画
課　
住
宅
・
公
園
景
観
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
２
４
１

　
不
要
に
な
っ
た
廃
食
用
油
を
回
収

し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
回
収
場
所

へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
回
収
後
の
油

は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
て
せ
っ
け
ん
に

な
り
ま
す
。

期
日　
５
月
７
日
㈮

回
収
場
所

▽
太
田
地
区
活
性
化
セ
ン
タ
ー

▽
市
役
所
西
側
車
庫

　
（
北
信
森
林
管
理
署
向
か
い
）

※
時
間
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
防
災

無
線
、
ⅰ
ネ
ッ
ト
文
字
放
送
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

※
ご
み
や
水
の
混
ざ
っ
た
油
、
ラ
ー

ド
、
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
は
回
収
で
き

ま
せ
ん
。

廃
食
用
油
を
回
収
し
ま
す

市
役
所
市
民
環
境
課　
生
活
環
境
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
１
９
１・１
９
２

　

中
高
年
者
な
ら
で
は
の
地
域
活

動
を
応
援
す
る
た
め
、
県
内
在
住

で
５
人
以
上
、
か
つ
、
50
歳
以
上
の

方
で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
対

し
、
今
後
３
年
間
活
動
を
行
う
こ
と

を
条
件
と
し
て
助
成
金
を
交
付
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
助
成
対
象
と
な
る
主
な
活
動

　

高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
づ

く
り
の
活
動
や
保
健
・
福
祉
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど

▽
応
募
期
限　
５
月
14
日
㈮

※
応
募
方
法
、
助
成
額
等
、
詳
し

く
は
、
長
野
県
長
寿
社
会
開
発
セ
ン

タ
ー
（http://w

w
w

.nicesenior.
or.jp/

）
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

い
き
い
き
中
高
年

社
会
貢
献
活
動
支
援
助
成
金

㈶
長
野
県
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
６
（
２
２
６
）
３
７
４
１

　

国
で
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
に
つ
い
て
国
民
全
体
で
考
え
る

こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
５
月
５
日
の

「
こ
ど
も
の
日
」
か
ら
１
週
間
を
「
児

童
福
祉
週
間
（
５
月
５
日
～
11
日
）」

と
し
て
い
ま
す
。

　
す
べ
て
の
子
ど
も
が
家
庭
や
地
域

に
お
い
て
、
豊
か
な
愛
情
に
包
ま
れ

な
が
ら
、
個
性
豊
か
に
た
く
ま
し
く

育
っ
て
い
け
る
よ
う
な
環
境
・
社
会

を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▽
今
年
の
標
語

「
地
球
は
ね　
笑
顔
が
つ
ま
っ
た　

星
な
ん
だ
」

５
月
５
日
か
ら
１
週
間
は

児
童
福
祉
週
間
で
す

市
役
所
子
ど
も
課　
子
育
て
支
援
係　

☎
�
３
１
１
１　
内
線
３
６
３・３
６
４

仕
事
で
す
。

任
期　
平
成
22
年
７
月
１
日
か
ら

平
成
23
年
６
月
30
日
ま
で

募
集
人
員　
若
干
名

報
酬　
月
額　
４
５
８
０
円

応
募
締
切　
５
月
21
日
㈮

応
募
方
法　
官
製
は
が
き
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
明
記

の
う
え
、「
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
応

募
用
紙
希
望
」
と
書
き
込
み
、
左

記
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
折
り
返

し
、
応
募
用
紙
と
募
集
に
つ
い
て
の

説
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

応
募
先

〒
３
８
０
ー
０
９
０
３

長
野
市
鶴
賀
字
峰
村
７
４
番
地

国
土
交
通
省
千
曲
川
河
川
事
務
所

占
用
調
整
課
「
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

募
集
」
係

寄
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
等
ま
た

は
地
方
事
務
所
税
務
課
の
窓
口
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

減
免
（
肝
臓
機
能
障
害
の
追
加
）

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち

の
方
が
所
有
す
る
自
動
車
で
、
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
自
動

車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
の
で
、
５
月

24
日
㈪
ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
平
成
22
年
度
か
ら
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
る

肝
臓
機
能
障
害
者
の
う
ち
、
１
～
３

級
に
該
当
す
る
方
は
、
自
動
車
税

お
よ
び
自
動
車
取
得
税
が
減
免
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

地
方
事
務
所
税
務
課
ま
で
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

旧第二中学校前の「歩行者用道路」規制解除
　市道１－３８３号線の旧第二中学校前は、日曜・休日を除き午前７時～午後６時
までは「歩行者用道路」の規制がなされていました。
　今回の中学校統合に伴い、飯山警察署にて４月１日付で規制が解除されました。

　

労
働
者
と
事
業
主
間
の
ト
ラ
ブ

ル
を
解
決
す
る
た
め
の
「
あ
っ
せ
ん

（
労
使
双
方
の
主
張
を
確
か
め
、あ
っ

せ
ん
案
を
示
し
な
が
ら
労
使
双
方
に

働
き
か
け
、
紛
争
の
自
主
的
解
決

を
援
助
す
る
制
度
）」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
簡
単
な
手
続
き
で
労
使
双

方
が
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
無
料
・
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
）。

▽
ト
ラ
ブ
ル
の
例

　
「
納
得
で
き
な
い
理
由
で
突
然
解

雇
さ
れ
た
」、「
説
明
な
く
パ
ー
ト
の

時
給
が
下
げ
ら
れ
た
」、「
転
勤
命
令

に
従
業
員
が
従
わ
な
い
」
な
ど

労
働
者
・
事
業
主
間
の

ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
へ

長
野
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
６
（
２
３
５
）
７
４
６
８


